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公
平
委
員
会
委
員
に
就
任

　

次
の
方
が
、
６
月
３
日
付
け
で

公
平
委
員
会
委
員
に
就
任
さ
れ
ま

し
た
。

‐
敬
称
略
‐

佐
藤　

孝
男

■
問
合
せ
＝
公
平
委
員
会 

☎
（２０）
３
０
３
４

消
防
団
長
に
就
任

　

次
の
方
が
４
月
１
日
付
で
佐
野

市
消
防
団
長
に
就
任
さ
れ
ま
し

た
。

‐
敬
称
略
‐

谷　

和
文
（
中
町
）

■
問
合
せ
＝
消
防
本
部
総
務
課　

☎
（２３）
３
１
１
９

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル

（
利
用
状
況
調
査
）の
実
施

　

農
業
委
員
会
で
は
、
遊
休
農
地

や
違
反
転
用
の
発
生
を
未
然
に
防

ぎ
優
良
農
地
の
確
保
を
図
る
た

め
、
市
内
の
農
地
を
巡
回
し
て
利

用
状
況
を
調
査
し
ま
す
。
今
年

度
は
７
月
か
ら
８
月
を
農
地
パ

ト
ロ
ー
ル
月
間
と
し
て
実
施
し

ま
す
。
調
査
に
あ
た
り
農
地
内
に

立
ち
入
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

■
問
合
せ
＝
農
業
委
員
会
事
務
局

☎
（２０）
３
０
５
９

空
き
地
の
適
正
な
管
理
を

お
願
い
し
ま
す

　

佐
野
市
き
れ
い
な
ま
ち
づ
く
り

推
進
条
例
で
は
、「
空
き
地
等
の

所
有
者
等
は
、
そ
の
周
辺
の
良
好

な
生
活
環
境
を
損
な
う
こ
と
の
な

い
よ
う
適
正
に
管
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
ま
す
。

　今回から、Ａ・Ｂ・Ｃの３つのグループに分類した各方向性グループの取組について説明します。

　はじめにＡグループは、老朽化対策が必要な施設であることに加え、利用率が低く限定的な利用が多

い施設や民間事業者により同等のサービスが提供されている施設のため、「廃止・譲渡」に分類したもの

です。

　これらの施設は、耐用年数が経過するまでに利用者や市民の皆さんと意見交換を行い、廃止や譲渡す

る時期について合意形成を図ります。施設を廃止することでコミュニティ活動などに著しく影響を及ぼ

すおそれのある場合には、当該施設の譲渡や既存施設の有効活用、利用範囲の拡大を前提とした複合施

設の整備について検討を行います。

市有施設適正配置 ～第１２回　Ａグループの取組～

大雨時はアンダーパスの通行にご注意を
　大雨や台風時は、道路状況や道路情報板などに十分注意を払い、

アンダーパスが冠水している場合は、不用意に進入せずに迂回する

などの危険回避を優先するようお願いします。

市内のアンダーパスの位置

※アンダーパスとは、道路と鉄道

などの立体交差箇所で、周囲より

も低い道路を指します。路面が地

表より低く、雨水が流入しやすい

構造となっています

■問合せ＝

栃木県安足土木事務所保全

第二部☎ (２４) ３１１２　

道路河川課☎（２０) ３１０２

　

土
地
を
適
正
に
管
理
し
て
い
な

い
と
、
草
の
道
路
等
へ
の
伸
び
出

し
、
害
虫
の
発
生
、
廃
棄
物
の
不

法
投
棄
場
所
と
な
っ
て
し
ま
う
な

ど
、
近
隣
の
方
に
迷
惑
を
か
け
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
空
き
地
等
の

所
有
者
は
、
適
正
な
管
理
を
お
願

い
し
ま
す
。

■
問
合
せ
＝
環
境
政
策
課

☎
（２０）
３
０
１
３

■問合せ＝行政経営課☎（２０）３００５

原則解体 有償・無償

【廃止】 【譲渡】

朱雀アンダー

若松アンダー

大橋町アンダー

富岡アンダー

吾妻アンダー
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

お
盆
期
間
、
佐
野
市
立
各
小

中
学
校
は
閉
庁
と
な
り
ま
す

　

安
足
地
区
二
市
（
佐
野
市
・
足

利
市
）
が
連
携
し
、
児
童
生
徒
が

家
庭
や
地
域
で
学
ぶ
機
会
の
充

実
、
教
職
員
の
休
暇
取
得
の
推
進

の
た
め
、
お
盆
期
間
中
の
学
校
業

務
休
止
（
学
校
閉
庁
）
を
実
施
し

ま
す
。

▼
休
止
す
る
期
間
＝
８
月
13
日

（火）

～
16
日

（金）
ま
で
の
４
日
間

■
問
合
せ
＝
学
校
教
育
課

☎
（２０）
３
１
０
７

県
立
佐
野
高
等
学
校
附
属

中
学
校
学
校
説
明
会 

▼
日
時
＝
７
月
28
日

（日）
午
前
10
時

30
分
～
正
午
（
受
付
10
時
～
）

▼
会
場
＝
文
化
会
館
▼
対
象
＝
小

学
生
・
保
護
者
な
ど
（
小
学
生
は

保
護
者
同
伴
）
▼
内
容
＝
教
育
内

容
・
学
校
生
活
の
概
要
、
入
学
者

選
考
・
募
集
手
続
き
な
ど

■
問
合
せ
＝
同
校
☎

（２３）
０
１
６
１

※
荒
天
時
の
対
応
な
ど
は
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

司
法
書
士
に
よ
る

無
料
空
き
家
相
談
会

　

空
き
家
の
管
理
、
活
用
、
相
続

な
ど
の
お
悩
み
に
つ
い
て
、
司
法

書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会
を
実
施

し
ま
す
。

▼
日
時
＝
８
月
16
日

（金）
午
前
10
時

～
午
後
３
時
（
正
午
～
午
後
１
時

を
除
く
）
▼
会
場
＝
市
役
所
６
階

602
・
603
会
議
室　
　

※
１
人
30
分
程
度
、
予
約
優
先

■
申
込
・
問
合
せ
＝
空
き
家
対
策

室
☎

（２０）
３
０
２
８

城
山
公
園
駐
輪
場
の
ご
案
内

　

24
時
間
い
つ
で
も
ご
利
用
で
き

ま
す
。

▼
車
種
＝
自
転
車
の
み

▼
料
金
＝
24
時
間
ご
と
に
160
円

（
最
初
の
４
時
間
ま
で
は
無
料
）

▼
収
容
台
数
＝
62
台

■
問
合
せ
＝
都
市
整
備
課

☎
（２０)
３
１
０
１

「クリケットタウン佐野」創造プロジェクト「Sano Cricket Challenge !!!」

佐野クリケットチャレンジ !!!

　東京インフィオラータ２０１９/ Ｕ１９クリケットワールドカップ東アジ

ア太平洋予選は、数多くの市民の皆さまのご参加・ご協力をいただき、お陰様で無事に終了することが出来ま

した。厚く御礼申し上げます。

　さて、今年はプロジェクトの中心となる部分、すなわち、「いかに多くの方に佐野に訪れてもらうか（認知

度や魅力度のアップ）」「地域経済への効果を高めるために必要なことは何か（課題の解消）」という部分に焦

点を当てて進めていきたいと考えています。

　ＤｅＮＡにいた山本武白志選手がクリケットに転向（しかも「日光軒」でアルバイトしながら）するなど新

たな材料もありますので、今年は在京外国人や海外に重点を置いたＰＲ活動を行いつつ、あわせて佐野市国際

クリケット場の機能を充実させます。また、実際に佐野にクリケットをしに来ている外国人に対してマーケティ

ング調査を行い、どうしたら佐野での滞在時間を延ばせるのか、そのための課題は何か、など、調査結果を皆

さんにもお知らせしていきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（地域価値創造マネージャー　秋山仁雄）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ■

問合せ＝スポーツ立市推進課☎（２０）３０４９

国
民
年
金
保
険
料
の

「
免
除
制
度
」
に
つ
い
て

　

国
民
年
金
に
は
、
経
済
的
な
理

由
な
ど
で
年
金
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
困
難
な
と
き
に
日
本
年
金

機
構
に
申
請
し
て
承
認
さ
れ
る

と
、
保
険
料
免
除
や
納
付
猶
予
を

受
け
ら
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

  

７
月
か
ら
令
和
元
年
度
分
の
申

請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
な
お
、

こ
の
免
除
制
度
に
よ
る
申
請
は
、

申
請
日
か
ら
２
年
１
カ
月
遡
っ
た

月
分
ま
で
可
能
で
す
。

▼
申
請
先
＝
市
民
課
、
田
沼
・
葛

生
行
政
セ
ン
タ
ー
、
各
支
所

▼
持
ち
物
＝
①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
（
無
い
場
合
は
通
知
カ
ー

ド
）
ま
た
は
年
金
手
帳
、
②
身
元

確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ら
ば
不

要
）、
③
印
か
ん
、
④
退
職
さ
れ

た
方
は
失
業
を
確
認
で
き
る
公
的

機
関
の
証
明
の
写
し
（
雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証
、
離
職
票
な
ど
）

※
免
除
・
猶
予
期
間
の
取
り
扱
い

な
ど
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い

■
問
合
せ
＝
市
民
課
年
金
係

☎
（２０)
３
０
１
９


